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 事 務 連 絡 

令和６年７月 26 日 

 

各都道府県財政担当課 

各都道府県市町村担当課     

各指定都市財政担当課 

 

                             こども家庭庁成育局母子保健課  

総 務 省 自 治 財 政 局 調 整 課 

 

 

新生児聴覚検査費に係る地方交付税措置について 

 

 

 新生児聴覚検査費については、平成 18年度をもって国庫補助を廃止し、平成

19年度より市町村に対して地方交付税措置を講じてきたところです。 

当該措置については、令和４年度以降、普通交付税の保健衛生費において算定

しておりましたが、令和６年度においては以下の２点について見直しを行いま

した。 

・ 普通交付税の算定費目「こども子育て費」の創設に伴い、保健衛生費からこ

ども子育て費における算定に移行。 

・ 市町村における新生児聴覚検査の公費負担の最新の実施実態を踏まえ、新生 

児聴覚検査費として市町村の標準団体（18 歳以下人口１万 6,000 人）当たり

1,606千円を計上。（令和４年度の 935千円より 671千円の拡充） 

 各都道府県におかれては、貴都道府県内市町村に対して、周知いただきますよ

うお願いいたします。 

 なお、こども家庭庁から、各都道府県、市町村、特別区母子保健主管部（局）

宛てに、別添のとおり令和６年７月 26日付け事務連絡「新生児聴覚検査費に係

る受検者の経済的負担の軽減について」（こども家庭庁成育局母子保健課）を発

出しておりますので、念のため申し添えます。 

【担当】 

こども家庭庁成育局母子保健課 伊藤 

    電話：０３－６８６２－０４１３ 

総務省自治財政局調整課 和多田 

       電話：０３－５２５３－５６１８ 



 事 務 連 絡 

令和 6 年７月 26 日 

 

都 道 府 県 

各 市 町 村  母子保健主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

                             こども家庭庁成育局母子保健課 

 

 

新生児聴覚検査費に係る受検者の経済的負担の軽減について 

 

 

 平素より、母子保健行政に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新生児聴覚検査については、家庭の経済状況に関わらず全ての新生児を対象

として実施するため、当該検査費用の公費負担を行い、受検者の経済的負担の軽

減を積極的に図ることが重要です。こども家庭庁で実施している「新生児聴覚検

査の実施状況等調査」では、当該検査費用の公費負担を実施している市町村の割

合が年々増加しているものの、令和４年度時点で、当該検査費用の公費負担を実

施している市町村は 80.0％となっており、いまだ２割の市区町村において、公

費負担が実施されていない状況となっています。 

今般、「こども未来戦略」（令和５年 12月 22日閣議決定）において、「全国で

の公費負担の実施に向けた取組を進める」とされたことも踏まえ、下記のような

対応を行っております。各市町村におかれましては、難聴児の早期発見・早期療

育推進のため、当該検査費用の公費負担について積極的に取り組み、受検者の経

済的負担の軽減を図っていただくようお願い申し上げます。また、各都道府県に

おかれましても、管内市町村の当該検査の実施状況を把握し、実施体制の整備の

取組が進むよう、引き続き必要な支援を行っていただくよう併せてお願いいた

します。 

 なお、各市町村における新生児聴覚検査の公費負担の実施状況については、今

後も国において継続的に実態調査を実施する予定であるため、念のため申し添

えます。 

 

記 

 

１．新生児聴覚検査費について、平成 18年度をもって国庫補助を廃止し、平成

別添 



19年度より市町村に対して地方交付税措置が講じられてきたところです。 

当該措置については、令和４年度以降、普通交付税の保健衛生費において算

定しておりましたが、令和６年度においては以下の２点について見直しを行い

ました。 

・ 普通交付税の算定費目「こども子育て費」の創設に伴い、保健衛生費から

こども子育て費における算定に移行。 

・ 市町村における新生児聴覚検査の公費負担の最新の実施実態を踏まえ、

新生児聴覚検査費として市町村の標準団体（18 歳以下人口１万 6,000 人）

当たり 1,606千円を計上。（令和４年度の 935千円より 671千円の拡充） 

こうした点を踏まえ、市町村においては、新生児聴覚検査費に係る受検者の

経済的負担の軽減の推進に引き続き取り組んでいただきますようお願いいた

します。 

 

２．都道府県における推進体制を整備するため、母子保健衛生費国庫補助金にお

いて「新生児聴覚検査体制整備事業」を実施しております。都道府県におい

ては、こうした事業を活用して、管内市町村における新生児聴覚検査の実施

状況等の把握や情報共有を図るなど、検査体制の推進に努めるようお願いい

たします。 

 



聴覚障害は早期に発見され適切な支援を行うことで、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられる。このため、全
ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施するための体制整備を進め、聴覚障害の早期発見・早期療育を図ることを目的とする。

１．目 的

新生児聴覚検査について

２．財政措置

３．公費負担の実施状況及び受検率の推移

＜令和３年度まで＞

「少子化対策に関連する
経費」の内数として措置

少子化対策に
関連する経費の

内数

・ 平成12年度より、予算補助として実施

・ 平成19年度より、一般財源化し、「少子化対策に関連する経費」の内数
として地方交付税措置

令和３年度まで１

・ 令和４年度より、保健衛生費における算定に変更し、新生児聴覚検査
費として標準団体当たりの所得額を計上

・ 令和６年度には、こども子育て費における算定に変更。各市町村における

聴覚検査の公費負担の最新の実態を踏まえ、市町村の標準団体（18
歳以下人口1.6万人）当たり1,606千円を計上し、令和４年度の
935千円より671千円の拡充。

令和４年度以降２
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（受検の有無を把握している市町村のうち、受検者数を集計している市町村のデータ）

地方交付税措置のイメージ３

（出典：こども家庭庁成育局母子保健課調べ）

＜令和４年度以降＞

新たに新生児聴覚検査費として標
準団体当たりの所得額を計上

「こども子育て費」

「新生児聴覚検査費」

・標準団体当たり

1,606千円

※令和４年度は、935千円

※令和６年度における金額

※令和４、５年度は「保健衛生費」



都道府県別公費負担実施状況

令和4年度「新生児聴覚検査の実施状況等について」より
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